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５
年
３
月
号 

 

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
を 

取
り
巻
く
状
況
と 

今
後
に
つ
い
て 

 
 

 

令
和
４
年
度
は
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ

の
考
え
方
か
ら
経
済
活
動
が
、
コ
ロ

ナ
以
前
に
戻
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情

勢
の
影
響
も
あ
っ
て
、
物
価
上
昇
に

直
面
す
る
と
い
っ
た
生
活
に
大
変
な

面
が
表
面
化
し
て
き
て
い
ま
す
。 

一
昨
年
の
法
改
正
の
影
響
で
、
会

員
の
平
均
年
齢
、
加
入
時
平
均
年
齢

は
上
昇
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

寿
命
と
健
康
寿
命
の
差
が
男
性
「
8.79

歳
、
女
性

12.19
歳
、
75
歳
時
点
で
の
人

口
は
女
性
が
男
性
よ
り
2
割
近
く
多

く
な
っ
て
い
る
と
の
デ
ー
タ
が
あ
り

ま
す
。 

こ
う
し
た
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
会

員
の
方
々
は
、
健
康
寿
命
を
超
え
て

も
ほ
と
ん
ど
の
方
が
元
気
に
活
動
さ

れ
て
い
ま
す
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
シ
ニ
ア

（
元
気
で
経
験
豊
か
で
行
動
的
な
高

齢
者
）
と
し
て
社
会
参
加
を
す
る
会

員
へ
の
期
待
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
。 

様
々
な
検
討
を
重
ね
、
デ
ジ
タ
ル

委
員
会
で
は
、
今
年
3
月
に

LINE
の
使

い
方
を
中
心
に
、
教
室
の
開
催
に
至

り
ま
し
た
。
全
シ
協
（
全
国
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事
業
協
会
）
で
は
、

令
和
5
年
度
を
デ
ジ
タ
ル
元
年
と
位

置
付
け
、
シ
ル
バ
ー
会
員
の
活
動
の

中
で
も
デ
ジ
タ
ル
の
活
用
を
進
め
る

動
き
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

デ
ジ
タ
ル
社
会
へ
の
対
応
は
、

SDGｓ

の
取
り
組
む
な
か
で
、「
貧
困
を
な
く

そ
う
」
「
質
の
高
い
教
育
を
み
ん
な

に
」
に
該
当
す
る
取
り
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
今
後
の
活
動
が
期
待
さ

れ
ま
す
。 

ま
た
、
高
齢
人
口
で
は
女
性
が
多

い
状
況
で
す
が
、
会
員
に
至
っ
て
女

性
が
全
体
の
３
分
の
１
に
と
ど
ま
っ

て
い
ま
す
。
入
会
説
明
会
時
の
就
業

体
験
事
業
、
ウ
ェ
ル
カ
フ
ェ
で
の
体

験
事
業
等
、
女
性
会
員
が
１
人
で
も

多
く
参
加
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

令
和
５
年
度
の 

会
費
に
つ
い
て 

 

 

令
和
５
年
度
の
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
年
会
費
４
，
８
０
０
円
を 

３
月
分
（
４
月
20
日
支
払
）
の
配
分

金
か
ら
引
き
落
と
し
ま
す
。 

 

な
お
、
引
き
落
と
せ
な
か
っ
た
方

か
ら
は
昨
年
と
同
様
、
４
月
分
あ
る
い

は
５
月
分
に
お
い
て
配
分
金
（
ひ
と
月

で
４
，
８
０
１
円
以
上
）
が
発
生
し
た

時
点
で
、
会
費
を
そ
の
月
の
配
分
金
か

ら
引
き
落
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

ま
た
、
４
月
分
あ
る
い
は
５
月
分

に
引
き
落
と
し
可
能
な
配
分
金
（
ひ

と
月
で
４
，
８
０
１
円
以
上
）
が
発

生
し
な
か
っ
た
方
に
は
、
６
月
以
降
あ

ら
た
め
て
案
内
を
出
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
お
待
ち
く
だ

さ
い
。 

 

請
負
等
の
考
え
方 

会
員
の
働
き
方
は
、
概
ね
「
請
負
」

と
「
派
遣
」
に
区
分
さ
れ
ま
す
。「
派

遣
」
は
、
埼
玉
県
シ
ル
バ
ー
連
合
の

雇
用
に
な
る
た
め
、
労
働
法
の
適
用

が
あ
り
ま
す
。 

一
方
多
く
の
会
員
の
就
業
形
態
と

し
て
の
「
請
負
」
は
、
会
員
が
一
事

業
主
と
し
て
の
契
約
に
な
る
た
め
、

い
く
つ
か
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。(

県
内
労
働
基
準
監

督
署
の
指
摘
よ
り) 

１ 

発
注
者
か
ら
会
員
へ
の
指
揮
命

令
が
発
生
し
な
い
こ
と
。 

２ 

発
注
者
と
セ
ン
タ
ー
と
の
契
約

は
総
額
表
示
（
配
分
金
、
事
務
費
、

材
料
費
の
区
分
）
が
な
い
こ
と
。 

３ 

「
１
時
間
当
た
り
○
○
円×

就

業
時
間
」
で
は
な
く
、「
総
額
□
□

円
」
を
就
業
時
間
、
就
業
会
員
数

で
割
り
込
ん
で
計
算
す
る
。 

３
の
結
果
、
「
時
間
単
価
に
換
算
し

た
場
合
の
単
価
は
通
常
一
致
し
な

い
。
」
「
時
間
管
理
の
場
合
は
請
負
と

認
め
ら
れ
な
い
。」 

等
の
指
摘
が
あ
り
、
適
正
な
請
負

と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
様
々
な

ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

適
性
な
請
負
で
の
就
業
と
な
る
よ

う
、
会
員
の
皆
様
に
も
ご
協
力
い
た

だ
く
こ
と
が
あ
る
か
と
存
じ
ま
す
。

そ
の
節
は
ぜ
ひ
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

 

              

令和５年 2 月末 

会員数 744 

 

 

３月分の就業報告書は 

４月３日（月）まで必着 
 

3 月分の就業報告書は、年度末決算

のため計算・請求書等の事務手続きが

大変忙しくなります。恐れ入りますが

３月分については、４月３日（月 

）までに必着で、提出していただき

ますようお願いします。 



  
 

インボイス制度と配分金に係る消費税!! 
 

令和 5 年 10 月 1 日から「適格請求書等保存方式（インボイス制

度）」が導入されます。 

 制度が始まっても会員皆さんにはこれまでどおり発注者から預か

った消費税を含めて配分金をお支払いします。ほとんどの会員さん

は年間課税売上高が 1,000 万円以下の個人事業主のため免税事業

となり、消費税の納付手続きを行う必要はないかと存じます。 

 しかしながら、センターは、免税事業者である会員さんとの取引

について、消費税の仕入れ税額控除が認められないため、新たな納

税コストが生じます。 

 制度開始に向けて、契約金額の値上げを検討しています。 

 

 仕入れ税額控除とは 
  消費税を納めなければならない事業者が、仕入れ時に支払った

消費税を売り上げの消費税から差し引いて計算すること。 

  （センターが、発注者から預かった消費税を会員に支払うが、

仕入れ控除が認められないため、センターが消費税を支払った

と認められず、結果として発注者から預かった消費税額の納税

義務が発生する） 

 

 納税のイメージ 

令和 5 年 9 月まで 

 

       ―      ＝ 

 

 令和 5年 10月から 
 

       ―      ＝ 

 
         仕入れ控除ができない 新たな納税コスト 

発注者からの

預かり消費税 

3,000 万円 

会員への支払

い消費税 3,000

万円 

センターの納税額 

0 円 

発注者からの

預かり消費税 

3,000 万円 

会員への支

払い消費税

3,000 万円 

センターの納

税額 3,000 万

円 


